
一

第
百
六
十
五
号
議
案
　
特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
百
六
十
五
号
議
案

特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　
令
和
二
年
九
月
十
八
日

�

提
出
者
　
　
東
京
都
知
事
　
　
小
　
　
池
　
　
百
　
　
合
　
　
子
　
　
　
　
　

特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
二
条
の
表
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
統
計
法
施
行
令
（
平
成

二
十
年
政
令
第
三
百
三
十
四
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
政
令
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
で
あ
っ
て
法
第
二
条
第

四
項
に
規
定
す
る
基
幹
統
計
で
あ
る
建
設
工
事
統
計
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

　
イ
　
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
統
計
調
査
員
に
対
す
る
指
揮
監
督
並
び
に
当
該
統
計
調
査
員
に
対
す
る
報
酬
及
び
費
用

弁
償
の
交
付

　
ロ
　
政
令
別
表
第
二
　
八
の
項
下
欄
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
調
査
票
の
配
布
に
関
す
る
事
務
、
同
欄
第
三
号
の
規
定
に
よ

る
調
査
票
の
取
集
に
関
す
る
事
務
、
同
欄
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
調
査
票
の
審
査
に
関
す
る
事
務
及
び
同
欄
第
六
号
の

規
定
に
よ
る
調
査
票
へ
の
必
要
な
事
項
の
記
入
に
関
す
る
事
務

各
特
別
区

　
第
二
条
の
表
二
十
四
の
二
の
項
中
「
で
あ
っ
て
法
第
十
八
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
工
事
に
係
る
事
務
」
を
削
り
、
同
項
イ
中
「
第
十

八
条
の
十
五
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
の
十
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
ロ
中
「
第
十
八
条
の
十
六
」
を
「
第
十
八
条
の
十
八
」
に
改
め
、
同
項
ハ

中
「
第
十
八
条
の
十
九
」
を
「
第
十
八
条
の
二
十
一
」
に
改
め
、
同
項
ニ
中
「
徴
収
」
の
下
に
「
（
解
体
等
工
事
に
係
る
建
築
物
等
の
状
況
又
は
特
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二

定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
の
状
況
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
、
「
立
入
検
査
」
の
下
に
「
（
解
体
等
工
事
に
係
る
建
築
物
等
、
解
体
等
工
事
の

現
場
又
は
解
体
等
工
事
の
元
請
業
者
、
自
主
施
工
者
若
し
く
は
下
請
負
人
の
営
業
所
、
事
務
所
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
表
四
十

四
の
項
中
「
ヌ
に
」
を
「
ヲ
に
」
に
改
め
、
同
項
イ
中
「
次
に
掲
げ
る
営
業
」
を
「
政
令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
」
に
、

「
飲
食
店
営
業
等
」
を
「
飲
食
店
営
業
」
に
改
め
、
⑴
か
ら
⑹
ま
で
を
削
り
、
同
項
ロ
中
「
第
六
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
六
十
八
条
第
三
項
」
に

改
め
、
同
項
ハ
中
「
第
五
十
四
条
」
を
「
第
五
十
九
条
」
に
、
「
飲
食
店
営
業
等
」
を
「
飲
食
店
営
業
」
に
改
め
、
同
項
ニ
中
「
第
六
十
二
条
第
三

項
」
を
「
第
六
十
八
条
第
三
項
」
に
、
「
第
五
十
四
条
」
を
「
第
五
十
九
条
」
に
改
め
、
同
項
ル
中
「
ヌ
」
を
「
ヲ
」
に
改
め
、
同
項
中
ル
を
ワ
と

し
、
ヌ
を
ヲ
と
し
、
リ
を
ヌ
と
し
、
ヌ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
ル
　
省
令
第
七
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
知
事
に
対
し
て
行
う
べ
き
廃
業
の
届
出
の
受
理

　
第
二
条
の
表
四
十
四
の
項
チ
中
「
第
七
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
法
第
五
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定

を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
許
可
営
業
者
の
」
を
削
り
、
同
項
チ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
リ
　
省
令
第
七
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
知
事
に
対
し
て
行
う
べ
き
営
業
の
届
出
の
受
理

　
第
二
条
の
表
四
十
四
の
二
の
項
を
削
り
、
同
表
四
十
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
十
五
　
削
除

　
第
二
条
の
表
四
十
六
の
項
チ
⑻
中
「
飲
食
店
営
業
等
」
を
「
飲
食
店
営
業
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
一
　
第
二
条
の
表
一
の
項
の
改
正
規
定
　
公
布
の
日

　
二
　
第
二
条
の
表
二
十
四
の
二
の
項
の
改
正
規
定
　
大
気
汚
染
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三
十
九
号
）
の
施
行
の
日

又
は
こ
の
条
例
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日



三

第
百
六
十
五
号
議
案
　
特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
提
案
理
由
）

　
特
別
区
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
に
係
る
規
定
を
改
め
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。


